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ま ん の う 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録 

 
 
開催日時 令和３年 ８月２０日（金）  ９時３０分から 
 
 
開催場所 まんのう町役場   ３階   大会議室 
 
 
出席委員 １８名（委員総数１９名） 
  会 長   １番 中浦 優 
  副会長  １１番 岩倉 節夫  

委 員   ２番 栗田 美博   ３番 松浦 功    ４番 近藤 茂義   
     ５番 赤股 誠司   ６番 雨霧 弘    ７番 山口 靖永   

９番 林 一典   １０番 鈴木 勉   １２番 臼杵 慶幸   
１３番 白川 清茂  １４番 三原 俊雄  １５番 西村 登志子  
１６番 黒木 輝美  １７番 鈴木 多計士 １８番 藤井 清    
１９番 髙橋 豊文              

 
 
 
欠席委員  １名 

欠席者 ８番 西岡 登士男 
 
 
 
農業委員会事務局職員 
  事務局長   鈴木 正俊 

 課長補佐   藤原 道広 
職  員   森田 昌光  岡本 尚士 

 
 
 
 
議案等 
  議案第１号   農地法第３条許可申請書審議の件 

議案第２号   農地法第５条許可後の取消しの件 
議案第３号   農地法第４条許可申請書審議の件 
議案第４号   農地法第５条許可申請書審議の件 
議案第５号   非農地証明願承認の件 
議案第６号   農用地利用集積計画諮問の件 

  議案第７号   その他 
 
 
 
議事は次のとおり 
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（開会前あいさつ）            （令和３年 ８月２０日） 

会 長    (挨拶) 

 

会 長    それではただ今より，８月の定例会を開会します。本日出席委員は１９名中１８

名で，定足数に達していますので，総会は成立しています。本日の議事録署名人

につきましては，３番 松浦委員さん，４番 近藤委員さん，よろしくお願いし

ます。本日の議題につきましては，議案第 1号から議案第７号までを御審議いた

だき，その他として報告を含む案件が４件あります。御審議よろしくお願いしま

す。 

 

会 長    それでは，議案第１号，農地法第３条許可申請書審議の件を議題とします。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局(森田)（３条申請 説明） 

【番号 1】 所有権移転（売買） 1 筆 

■譲渡人 苧坂 朱美 ■譲受人 兼平 一義 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 長尾字大福井 883 番 田 469 ㎡ 1筆 地籍合計 469 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 3350 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.01 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 3年 6月 17 日 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 60 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 2】 所有権移転（売買） 2 筆 

■譲渡人 村松 ルリ子 ■譲受人 滝口 英明 

■譲渡人事由 相手方の要望 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 川東字本村上 636 番 1 畑 287 ㎡他  2 筆 地籍合計 335 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 6571 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.1 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 3年 7月 16 日 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■営農計画書（様式第 3号）露地野菜を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 220 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 3】 所有権移転（贈与） 3 筆 

■譲渡人 和泉 幸男 ■譲受人 和泉 仁志 

■譲渡人事由 後継者への生前部分贈与 ■譲受人事由 農地の承継 

■申請地 塩入字下名 14 番 田 998 ㎡他  3 筆 地籍合計 2347 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 25988 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 
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 発行日令和 3年 7月 16 日 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■営農計画書（様式第 3号）家庭菜園を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 300 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 4】 所有権移転（売買） 2 筆 

■譲渡人 石田 文子 ■譲受人 熊谷 文雄 

■譲渡人事由 高齢化による経営縮小 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 七箇字小春日 1943 番 田 279 ㎡他  2 筆 地籍合計 1195 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 1195 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.4 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 3年 7月 26 日 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■営農計画書（様式第 3号）家庭菜園を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 200 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 5】 所有権移転（贈与） 2 筆 

■譲渡人 石田 文子 ■譲受人 山内 保弘 

■譲渡人事由 高齢化による経営縮小 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 七箇字小春日 1967 番 田 1177 ㎡他  2 筆 地籍合計 2188 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 18104 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.01 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 3年 7月 26 日 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 220 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 

 

【番号 6】 所有権移転（贈与） 2 筆 

■譲渡人 真鍋 多美男 ■譲受人 真鍋 洋平 

■譲渡人事由 後継者への生前部分贈与 ■譲受人事由 農地の承継 

■申請地 買田字高座 470 番 田 1168 ㎡他  2 筆 地籍合計 1468 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 35744 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.3 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 3年 7月 13 日 

■現地調査実施日令和 3年 8 月 6日 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 100 日 

■経営農地の状況耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管

理されている。 
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会 長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員 鈴木多計士委員さん、よろしくお願いします。 

 

鈴木委員  （補足説明 3-1） 

       ８月１８日に推進委員の谷本さんと一緒に、申請人兼平さんの母親にお会いしま

した。現地も確認致しました。現在まで農地の耕作者は兼平さんがしていました。

詳細につきましては、事務局の説明通りです。よろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。続きまして，番号２の担当委員 山口委員さん、よろ

しくお願いします。 

 

山口委員  （補足説明 3-2） 

       失礼します。１６日の月曜日に滝口さんと琴平の村松さんに会ってお話を聞きま

した。滝口さんは、村松さんの畑に隣接しているので便利になるということです。

村松さんも琴平に住んでいるので管理ができなくて困っていたので、話がまとま

りました。後は、事務局の説明通りです。ご審議よろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。続きまして，番号３から５の担当委員 林委員さん、

よろしくお願いします。 

 

林委員    （補足説明 3-3～5） 

       番号３の和泉さんにつきましては、親子関係でお父さんが田んぼの管理ができな

いということで、息子さんにお任せしたいということです。先ほどの事務局の説

明通りです。 

       番号４、５につきましては、同じ石田さんで田んぼの管理に困っていたところ、

山内保弘さんがそうしたら田んぼを引き受けるといことで贈与ということです。

もう一つの熊谷さんに関してはお互いに話をして熊谷さんが、私が引き受けます

ということで話がまとまりました。後は事務局の説明通りです。ご審議よろしく

お願い致します。 

 

会 長   ありがとうございました。続きまして，番号６の担当委員 白川委員さん、よろし

くお願いします。 

 

白川委員  （補足説明 3-6） 

       ８月１７日に真鍋さんのところは行きまして話をお聞きしました。父から子へ贈

与するということで、子どもさんは町外に住んでおりますが通勤農業で農業を継

ぐということでお伺いしております。後は事務局の説明通りですのでよろしくお

願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第１号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議案第１号につきまして，原案のとおり、許可すること
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に決定しました。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして，議案第２号，農地法第５条許可の取消願の件を議題とします。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原)（５条取消 説明） 

＊申請地：買田字岡下 692 番 17 田 464 ㎡ 

＊取消事由：本件は、平成 31年 1月 17 日に農地法第 5条の規定に伴う 

県知事許可を受けて売買により所有権移転を行って住宅を 

建築する計画が中止となり、売買契約の解除となったこと 

から、許可の取り消し願いが提出されたもの。 

 なお、許可取り消し後の土地は、新たな申請者が農地転用 

許可の申請を行うことになっており、本件の取り消し願い 

を確認したうえで、香川県に進達することになる。 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第２号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議案第２号につきまして，原案のとおり許可相当として

県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして，議案第３号，農地法第４条許可申請書審議の件を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原)（４条 説明） 

番号１（自己住宅） 

＊申請地：吉野下字杉上下所 1055 番 4 田 330 ㎡ 

＊農用地区域外農地～農振除外不要 

＊農地区分：第 3種農地～まんのう町役場本庁舎より南東側約 230m に位置し、町

道林線沿いにある農地。（役場から 300m 以内） 

＊申請目的：自己住宅  

     ～申請人が現在居住している住宅が子供の成長に伴って手狭となって

きたことから、新たに新築住宅を計画し、妻の実家近くにある所有地

の一部を分筆して宅地として利用する計画を立て、本申請に至ったも

の。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 3年 7月 19 日法務局発行（3箇月以内） 

1055 番 4 ～令和 3年 7月 14 日 1055 番 1から分筆 

～平成 30年 7月 30日 売買による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土（ｔ＝0.1ｍ） 

     擁壁～周囲境界コンクリート（Ｈ＝0.45ｍ） 

＊排水計画：雨水：敷地内に排水桝を設置して北側水路へ放流 

      汚水：公共下水道に排水 
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＊資金調達計画：住宅ローンの事前審査結果添付 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合総代押印添付 

＊計画地周辺における所有地一覧表添付 

＊道路（水路）占使用許可申請書添付 

＊道路工事承認申請書添付 

 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員は私ですので、説明いたします。 

 

中浦会長  （補足説明 4-1） 

       １５日、申請人の父と会って話をお聞きしました。現場はコスモスの道の東にな

ります。詳細は事務局の説明通りでございます。ご審議のほど、よろしくお願い

致します。 

 

会 長    補足説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第３号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議案第３号につきまして，原案のとおり許可相当として

県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして，議案第４号，農地法第５条許可申請書審議の件を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原)（５条 説明） 

番号１（店舗の敷地拡張）／【売買による所有権移転】 

＊申請地：長尾字蔵ノ前 445 番 1 田 495 ㎡ 併せ地 755.62 ㎡（宅地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 3年 6月 30 日） 

＊農地区分：第 2種農地～町立長炭小学校より北北西側約 1.4 ㎞に位置し、町道北

山線と町道町代北山線に接した農地。 

＊申請目的：分家住宅（二世帯住宅用地） ※一部無断転用 

     ～申請地は、昭和 61 年度から平成 7年度にかけて実施された団体営土

地改良総合整備事業で換地処分された第 1 種農地に区分される。申

請者は現在、ニューレオマワールド内で就労弱者を積極的に雇用して、

うどん店の経営や施設内の清掃業務を行っており、この度、新たにサ

ンラウンド事業として新規事業を立ち上げ、若者の雇用を生む「農業」

の在り方を模索するために、申請地区域内で収穫される野菜や食材を

使ったピザやドリンクを販売するほか、農業体験や食育イベント、さ

らに自然教室などを複合的に行える店舗を計画しているが、現有店舗

敷地のみでは計画に見合う広さを確保することが難しいことから、隣

接する申請地を店舗敷地として拡張するため、本申請に至っているも
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のです。貸人と借人は現在、申請地に隣接する実家で同居しており、

家族が増えて手狭となったことから現有宅地を拡張して二世帯住宅

用地として利用する計画を立ててこの度の申請にいたったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 3年 7月 16 日法務局発行（3箇月以内） 

2240 番  ～平成 15年 4月 12 日 土地改良法による換地処分 

～平成 30年 1月 17日 相続による所有権移転 

         (併せ地) ～令和 3年 7月 16日法務局発行（3箇月以内） 

         2232 番  ～平成 14年 10 月 7日 昭和 60 年年月日不詳地目変更 

         ほか 1筆  ～令和 3年 5月 13 日 売買による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 平均 t＝0.10ｍ 

     擁壁～計画なし 

＊排水計画：雨水：施設内溜桝を経由して北側既設水路へ排水 

      汚水：合併浄化槽（100 人槽）設置、北側水路へ放流 

＊資金調達計画：土地代 350 万円、造成費 200 万円、建築費 2000 万円で合計 2550

万円となり、金融機関の残高証明書を添付。 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：まんのう町土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊候補地比較検討表添付 

＊法人登記簿、定款添付 

 

 

 

番号 2（分家住宅）／【使用貸借権設定】 

＊申請地：長尾字峠 1364 番 1 田 703 ㎡ 併せ地 761.93 ㎡（宅地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 3年 6月 30 日） 

＊農地区分：第 2種農地～長尾の佐岡集会場より東側約 240m に位置し、主要地方

道長尾丸亀線沿いにある農地。 

＊申請目的：分家住宅（二世帯住宅用地）※一部無断転用  

     ～借人は身体障碍者であり、現在自身の実家で両親に通院などの生活全

般の面倒を見てもらっているが、両親も高齢になり、自身の実家も老

朽化が進んできたことから、一刻も早くバリアフリー住宅を建築して

家族が同居する計画を立てて附近の住宅用地を探したところ、貸人名

義の申請地が現農家住宅に隣接しており、宅地として利用することに

同意が得られたことからこの度の申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 3年 5月 14 日法務局発行（3箇月以内） 

1364 番 1 ～令和 3年 5月 12 日 1364 番 1、8、9、10 に分筆 

～平成 6年 3月 25日 贈与による所有権移転 

         (併せ地) ～令和 3年 5月 14日法務局発行（3箇月以内） 

         1446 番 8 ～平成 23年 6月 24 日 1446 番 8、11 に分筆 

         ほか 2筆 ～平成 23年 7月 28 日 相続による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.71ｍ～1.02ｍ 

     擁壁～コンクリート擁壁 H＝1.70ｍ～3.17ｍ 

＊排水計画：雨水：溜桝を設置後、北側水路へ排水 

      汚水：合併浄化槽設置、北側水路へ排水 
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＊資金調達計画：造成費 1200 万円、建築費 3300 万円で合計 4500 万円となり預金

通帳の写しと住宅ローン事前審査結果を添付。 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：まんのう町土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊擁壁構造図添付 

＊無断転用に関する上申書添付 

 

番号 3（非農家の自己住宅）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：買田字岡下 697 番 17 田 464 ㎡  

＊農用地区域外農地～農振除外不要 

＊農地区分：第 2種農地～買田峠集会場より南側約 240m に位置し、町道買田峠岡

下線沿いにある農地。 

＊申請目的：非農家の自己住宅  

     ～譲受人は、現在琴平町の実家で両親と同居しているが、金倉川沿いに

あり、築 50 年以上経過して老朽化が進んでいることや、手狭になっ

てきたことから住環境の良い地域で新たな住宅を計画していたとこ

ろ、農地管理に苦慮していた譲渡人との意向が合致して申請に至った

もの。 

      また、本申請は議案 2 号 1 番で審議した許可の取消願の案件に関係

する申請となる。計画の段階で、事業の承継申請は手続きが困難であ

ったことから、取消後の再申請となった。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 3年 7月 8日法務局発行（3箇月以内） 

692 番 17 ～平成 11年 5月 14 日 692 番 17、64 に分筆 

～平成 11年 5月 6日  相続による所有権移転 

        ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～天土除去後、花崗土盛土 t＝0.15ｍ 

     擁壁～境界にコンクリート擁壁を設置 H＝0.50ｍ～1.07ｍ 

＊排水計画：雨水：雨水桝を設置、町道側溝へ排水 

      汚水：公共下水道管へ接続 

＊資金調達計画：土地代 550 万円、造成費 64 万円、建築費 1586 万円で合計 2200

万円となり、通帳の写しと住宅ローン事前審査結果を添付。 

        ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：まんのう町土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊候補地比較検討表添付 

＊道路工事承認書添付（まんのう町） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１と２の担当委員 鈴木多計士委員さん、よろしくお願いします。 

 

鈴木委員  （補足説明 5-1～2） 

       それでは説明致します。番号１につきましては、８月１６日に現地等を確認致し

ました。土曜、日曜に各申請人の横井さん、サニーサイドの社長とお話をいたし

ました。横井さんは現在、この土地を耕作していませんので今回売れてよかった

ということであります。株式会社サニーサイドの社長さんは、今回この土地を購

入することによって、既存の土地を合わせると正方形になるということです。こ
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れから計画している事業が、地形がよくなることによってやりやすくなる。今回

の事業目的は、先ほど事務局からお話がありました通り、飲食を伴うという施設

を目的としています。これによって少しでも地域に貢献できればということで積

極的でありました。後は事務局の説明通りです。よろしくお願い致します。 

       番号２につきましては、８月１８日に推進委員の谷本さんと一緒に現地の確認と

申請人とお会い致しました。今回申請に至った理由は、先ほど事務局から話があ

りましたが、勉さんの奥さんが障害者であることから、建物をバリアフリーにし

て、奥さんが自分のことは自分でできるようにということです。息子さんは現在、

電気関係の設計をしていましています。こういうことから申請に至りました。詳

細につきましては、事務局の説明通りです。よろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。続きまして、番号３の担当委員 白川委員さん、よろ

しくお願いします。 

 

白川委員  （補足説明 5-3） 

       ８月１７日に現地を確認して参りました。本人には会えなかったのですが、現地

については前回、委員会で承認されましたので問題はないと思われます。ご審議、

よろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第４号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議案第４号の件につきまして，原案のとおり許可相当と

して県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして，議案第５号，非農地証明願承認の件を議題とします。事務局の説明

を求めます。 

 

事務局(藤原)（非農地証明 説明） 

番号 1（山林）／第 2種農地（自然潰廃） 

＊申請地：造田字奥ノ谷 95 番 35(畑）2113 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：造田地区にある更生集会場から北東側約 120m に位置し、

奥の谷下池からの千ケ谷川沿いにある第 2 種農地 

＊申請目的：山林 

     ～当該農地では、平成 7年頃まで、栗や椎茸を栽培していたが、その後、

通作が不便で傾斜地でもあり、耕作不適当などのやむを得ない事情に

より、約 26 年の間未耕作となり、現況は、すべて荒廃地となってい

る。このたび、地目を現況どおりに変更するため、非農地証明願が提

出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和 3年 7月 20 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※ 3 非農地証明の要件 (2)非農地の認定基準 3） 
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    耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわた 

    り耕作放棄されたため、自然潰廃し、農地としての復旧が 

    著しく困難になった土地 
    6) 荒廃農地の発生解消状況に関する調査によって、「再生利用 

が困難と見込まれる荒廃農地」に分類された土地 

＊証明書：近隣農家の証明（令和 3年 7月 17 日） 

 

番号 2（農業用倉庫）／第 2種農地（農業用施設用地） 

＊申請地：四條字福家下所 26番 2 田 180 ㎡ 

＊農地区分：第 1 種農地：役場本庁舎より南側約 800m に位置し、町道福家 2 号線

沿いにある農地で、昭和 43 年 6 月 20 日に土地改良事

業により換地処分されている農地。  

＊申請目的：農業用倉庫 

              ～申請者は、相続により令和 3年 3月 25 日に申請地を取得している

が、亡父親が平成 24 年 7 月に申請地に営農事業拡大のために農業

用倉庫が建築している。相続完了後に登記簿を確認したところ、倉

庫部分の分筆ができていなかったことから、令和 3年 7月 29 日に

分筆登記の手続きを完了して現況地目である宅地に変更するため

にこの度の非農地証明願いが提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和 3年 7月 30 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※3 非農地の要件 (2)非農地の認定基準 

5)イ「耕作の事業を行う者が、その農地を自らの耕作又は養 

畜の事業のための農業経営施設の用に供する場合」に分類さ 

れた土地 

 

番号 3（山林）／第 2種農地（自然潰廃） 

＊申請地：吉野下字生稲 167 番 2(畑）188 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：町立秡川児童館から南側約 100ｍに位置し、町道生稲鰌

池線沿いにある農地。 

＊申請目的：山林 

     ～当該農地では、昭和 60 年頃までは自家菜園地として野菜や果樹など

を栽培していたが、高齢化による労力不足や形状不良などのやむを得

ない事情により約 36 年の間未耕作となり、現況は、荒廃地となって

いる。このたび、地目を現況どおりに変更するため、非農地証明願が

提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和 3年 7月 20 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※ 3 非農地証明の要件 (2)非農地の認定基準 3） 

    耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわた 

    り耕作放棄されたため、自然潰廃し、農地としての復旧が 

    著しく困難になった土地 
    6) 荒廃農地の発生解消状況に関する調査によって、「再生利用 

が困難と見込まれる荒廃農地」に分類された土地 

＊証明書：近隣農家の証明（令和 3年 7月 29 日） 
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番号 4（山林）／第 2種農地（自然潰廃） 

＊申請地：佐文字猟師 757 番 1(畑）1401 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：佐文の北山東福祉会館から東側約 500m に位置し、国道

377 号線沿いにある農地。 

＊申請目的：山林 

     ～当該農地は、登記簿の地目は雑種地となっているが、水稲が作付けさ

れていたことから農地法上の農地に分類され、農家台帳に記載されて

いる。水稲が作付けされていたのは平成 5 年頃まででその後は労力

不足などにより肥培管理は行われず約 28 年未耕作となり、現況は、

荒廃地となっており、このたび、地目を雑種地から山林に変更するた

め、非農地証明願が提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和 3年 7月 20 日法務局発行 

      ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※ 3 非農地証明の要件 (2)非農地の認定基準 3） 

    耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわた 

    り耕作放棄されたため、自然潰廃し、農地としての復旧が 

    著しく困難になった土地 
    6) 荒廃農地の発生解消状況に関する調査によって、「再生利用 

が困難と見込まれる荒廃農地」に分類された土地 

＊証明書：近隣農家の証明（令和 3年 7月 15 日） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員，雨霧委員さん，よろしくお願いします。 

 

雨霧委員  （補足説明 非-1） 

       この件につきまして、８月１６日に現地調査を行いました。事務局の説明通り、

現状は山林となっておりまして、農地への復旧は著しく困難であると考えます。

ご審議の程、よろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。続きまして，番号２の担当委員，栗田委員さん，よろ

しくお願いします。 

 

栗田委員  （補足説明 非-2） 

       ８月１６日に現地を確認しました。申請内容と同じです。ご審議、よろしくお願

い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。続きまして，番号３の担当委員は私ですので、説明い

たします。 

 

会 長   （補足説明 非-3） 

       去る１６日、高鳥推進委員と現地の確認を致しました。本人には会えませんでし

たが、近所の証明書を出している五所尾さんに話を聞いて参りました。現状は、

事務局が詳しく説明をしていたその通りです。よろしくご審議の程、よろしくお

願い致します。 

 

会 長    続きまして，番号４の担当委員，白川委員さん，よろしくお願いします。 

 

白川委員  （補足説明 非-4） 
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       ８月１８日にご本人さんと電話でお話をさせてもらいました。現地は国道 377 号

線沿いにありまして、妹さんが嫁がれている藤田萬翠園が以前は管理していまし

たが、現在は放棄状態で山林化しています。後は事務局の説明通りですので、よ

ろしくお願い致します。 

 

会 長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑や

御意見はありませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    意見等もないようですので，採決をします。議案第５号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議案第５号について，原案のとおり承認することに決定

いたしました。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして，議案第６号，農用地利用集積計画諮問
しもん

の件を議題とします。今月の

議案には「農業委員会等に関する法律 第３１条議事参与の制限」に該当する案

件があります。議事の進め方として、基盤法の１０番について藤井委員さんに御

退席いただき審議いたします。それでは，議事参与以外の案件を審議いたします。

事務局の説明を求めます。 

 

事務局(岡本)（議事参与以外 説明） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をいたします。議事参与以外の案件について，

原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，議事参与以外の案件について、原案のとおり決定しまし

た。ありがとうございました。 

 

会 長    続きまして、基盤法の１０番を審議しますので、藤井委員さんに退席していただ

きます。藤井委員さん、ご退席をお願いします。 

      （藤井委員 退席） 

 

会 長   それでは、基盤法の１０番について，事務局の説明を求めます。 

 

事務局(岡本)（基盤法 10 説明） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 



13 

 

会 長    質疑等もないようですので，採決をいたします。基盤法の１０番について，原案

のとおり決定することに異議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長   異議なしということで，基盤法の１０番について、原案のとおり決定しました。あ

りがとうございました。それでは、藤井委員さんに入室をしていただきます。 

      （藤井委員 入室） 

 

会 長    続きまして，その他の件に移りたいと思います。 

その他の１番，合意解約・返還通知について，事務局の報告を求めます。 

 

事務局(岡本)（合意解約・返還通知について説明） 

 

会 長    事務局の報告は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質問等なし） 

 

会 長    質疑等もないようでございますので，その他の 1番について，承認することに異

議ございませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，その他の１番については，承認されました。ありがとう

ございました。 

 

会 長   続きまして，その他の２番，農業経営改善計画認定申請書等の審査について、事務

局の説明を求めます。 

 

事務局(庄) （認定農業者 説明） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようですので、その他の２番について，承認することに異議ござい

ませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長    異議なしということで，その他の２番について，承認されました。ありがとうご

ざいました。 

 

会 長    続きまして，その他の３番，農用地利用計画の変更につきまして，事務局の説明

を求めます。 

 

事務局(藤原)（農用地利用計画の変更について 説明） 

 

会 長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 
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（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようでございます。その他の３番について，承認することに異議ご    

ざいませんか。 

 

委員全員    異議なし。 

 

会 長     異議なしということで，その他の３番について、承認されました。ありがとうご        

ざいました。 

 

会 長    続きまして，その他の４番，農地利用の最適化指針の見直しにつきまして，事務

局の説明を求めます。 

 

事務局(藤原) （農地利用の最適化指針について 説明） 

 

会 長    事務局の報告は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

 

（質疑等なし） 

 

会 長    質疑等もないようでございます。その他の４番について，承認することに異議ご

ざいませんか。 

 

委員全員   異議なし。 

 

会 長   異議なしということで，その他の４番について、承認されました。ありがとうござ

いました。 

 

会 長    それでは，以上で，本日提案の議題はすべて終了しました。全体的に何かご意見

等がありましたらお伺いします。 

 

（意見等なし） 

 

会 長    無いようですので，来月の定例会の日時等を事務局よりお願いします。 

 

事務局(藤原)（来月日時等説明） 

       ９月の予定 

       農地法申請      ９月 ３日(金)     締め切り 

       定例会        ９月２１日(火)     午前９時３０分から 

 

会 長   （閉会あいさつ） 

以上をもちまして，総会を閉会します。閉会後は事務局から事務連絡がありますの 

で，そのままお待ちください。 


